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第４０回近畿手話通訳問題研究討論集会 
 

日 程： ２０２３年１２月１０日（日）１０時～１６時 

会 場： 京都市生涯学習総合センター （京都アスニー）  

〒604-8401 京都市中京区聚楽廻松下町 9-2  

（京都市中京区丸太町通七本松西入） 

＊ JR 円町駅徒歩 10 分  

＊ 京都駅から 市バス 206 千本丸太町下車 

           JR バス 丸太町七本松下車 

テーマ：いつでもどこでも手話コミュニケーション  

   めざそう手話言語法！ つなげよう次世代に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 催  近畿ろうあ連盟  近畿手話通訳問題研究会  近畿手話サークル連絡会 

主 管  第４０回近畿手話通訳問題研究討論集会実行委員会 

     一般社団法人京都府聴覚障害者協会 京都手話通訳問題研究会  

     京都府手話サークル連絡会 

後 援  京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、 

（予定） 社会福祉法人京都府社会福祉協議会、社会福祉法人京都市社会福祉協議会、 

     公益財団法人京都新聞社会福祉事業団、社会福祉法人全国手話研修センター 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 

第４０回近畿手話通訳問題研究討論集会は京都で開催します。新型コロナウイル

ス感染症の影響を受け、私たちは人と人との接触を控え、マスク生活を余儀なくさ

れ、集う事、対面での表情豊かな手話を使ったコミュニケーションにも支障をきた

す社会の中での暮らしを続けてきました。今、マスクの使用については場面に応じ

ての自己判断となり、引き続きの感染対策を施しながらも対面での集いの場が回復

しつつあります。今回、京都に近畿の皆さまをお迎えして集会を開くことができま

す事を大変嬉しく思います。 

 

「私たちのことを私たち抜きで決めないで」の合言葉のもと、障害者権利条約が

作成され、日本は 2014 年に批准しました。そして、政府がどのような取り組みを

してきたのか、国連の権利委員会による初めての審査が昨年（2022 年）8 月に行

われました。また、昨年（2022 年）5 月 19 日には「障害者による情報の取得及

び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報アクセシビリテ

ィ・コミュニケーション施策推進法）」が制定されました。 

障害のある人たちが日本の社会で安心して暮らすためには何を改善していかなけ

ればならないのか、聴覚に障害のある人たちが情報を「受け取る」だけでなく「発

信する」際も、自分がその手段を選択できることや、誰もが同一内容の情報を同一

時点において情報を取得できるようにする基本理念を実現するためには、何が必要

なのかを共に学び、聴覚障害者の暮らしやすい社会の実現や完全参加と平等につな

げていくために、一年間取り組んだ活動や各自の思いを語り合い交流しましょう。 

近畿は一つ、皆さまのお越しを心からお待ちしています。 
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「第４０回近畿手話通訳問題研究討論集会」参加のご案内 

 

１． 日 程 
 

  9:30 10:00 10:15     11:45 13:00       16:00 16:30   

１０日 

（日） 

受

付 
全体集会 

記念講演 

（注） 
昼食 分科会 片付け 

（注）司会、共同研究者会議を開催します 

                    

２．申込み・問い合わせ先 

    第４０回近畿手話通訳問題研究討論集会実行委員会 

      〒604-8432 京都市中京区西ノ京東中合町 2 番地 

          京都市聴覚言語障害センター気付 

          一般社団法人 京都府聴覚障害者協会内 

            TEL 075-432-7705  

           FAX 075-841-8433 

                      Mail kintsuken.kyoto@gmail.com 

 

３．参加費 ２，０００円 

    ※申込をキャンセルされた場合、参加費の返金はできません。 

      

４．申込資格・方法 

  ＊参加資格は、主催団体の会員であること 

  ＊申込書に記入の上、費用を添えて各府県聴覚障害者協会にお申込みください。 

  ＊各府県聴覚障害者協会は、申込書を取りまとめて実行委員会宛てにお送りください。 

  ＊団体保険加入のため、生年月日の記載をお願いします。 

  ＊個人情報の取扱いについては厳重に管理し、本集会以外には使用しません。 

 

５．申込み締切り  ２０２３年１０月３１日（火） 

         ＊レポート発表申込締切も同じです。 

 

６．昼食について 

 昼食の準備やご注文はお受けしていません。各自でご準備をお願いします。 

 

mailto:kintsuken.kyoto@gmail.com
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７．保育について  保育費用 ５００円 

＊対象年齢は 0 歳～10 歳まで（保育に預けるご判断は保護者の方でお願いします）。 

＊昼食時にはお子さんを迎えに来てください。 

 

８．書籍などの販売 

  書籍やグッズ販売は会場借用の規約上できません。ご理解をお願いします。 

 

９．署名・カンパ 

＊署名、カンパを希望される方は、目的がわかる趣意書、署名用紙、カンパ用紙の見本を

１部添えて各府県聴覚障害者協会にお申込みください。各府県聴覚障害者協会は、取り

まとめて実行委員会宛てに１０月３１日までにお送りください。後日、可否の連絡をし

ます。 

 

１０．レポート発表 

＊Ａ４サイズで横書き２枚以内です。各団体を通して提出してください。 

レポートの１行目に「第○分科会 題名」次の行に「所属団体 発表者名」を必ず記入

してください。 

＊字体、レイアウトは自由ですが、Word で作成してください。提出された原稿はそのま

ま印刷します。 

＊発表時にプロジェクター等が必要な方は、原稿とともにご連絡ください。ただし、準備

ができない場合もありますので、ご了承ください。パソコンは用意できませんので、各

自で準備をお願いします。 

＊提出締切りは１０月３１日です。追加資料は当日でも受付しますが、会場にコピー機等

は準備していませんので、必要部数を印刷してご持参ください。 

 

１１．レポート発表時の情報保障 

＊手話通訳、盲ろう通訳、要約筆記（ノートテイク）については実行委員会では用意 

いたしませんので、各自で手配をお願いします。 

 

１２．個人での動画撮影、音声録音はご遠慮ください 

１３．青年のつどい・専任通訳者のつどいについて 

  ＊今回の集会では開催いたしません。各「つどい」担当者へお問い合わせください。 

１４．司会者、共同研究者の事前打ち合わせ 

＊12 月 10 日（日）の 10:30 から行います。 

   分科会終了後の打ち合わせについては 16:45 から行いますので、ご協力ください。
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◆全体集会 

 『 京都北部の聴覚障害福祉の あゆみ から、 

事業と運動の連携の取り組みを発信しよう！』 

～京都で集会やで～！久しぶりやな～。 

北部は元気やろか？ いこいの村はどうやろ？ 

コロナ禍は乗り越えたさかい、今から次の活動に行こか！～ 

     講師： 北部地域に関わるみなさん 

        

◆分科会テーマ・討論の柱 
第１分科会 

「手話を学ぶ人を増やそう！」 

 

＊今までの「手話講習会」です。

各地域での様々な取り組みをレ

ポートし、交流しましょう。 

討論の柱 

① 手話を広める取り組み 

② 手話言語条例と手話の拡がり 

③ 手話奉仕員および手話通訳者養成事業の現状と課題 

④ 各種手話講習会の現状と課題 

⑤ 講師養成の現状と課題 

第２分科会 

「手話」 

討論の柱 

① 地域で使われている手話の収集・整理・保存の取り組

み 

② いろいろな分野での手話の研究や普及 

③ スポーツの手話 

第３分科会 

「手話通訳者を増やそう！」 

 

＊今までの「手話通訳の制度」

です。各地域の通訳者を増やす

取り組みや登録通訳者と専任通

訳者の役割等、交流し、これか

らに繋げましょう。 

討論の柱 

① 手話通訳者を増やす取り組み 

② 私たちが求める手話通訳者像 

③ 登録通訳者の役割と課題 

④ 専任通訳者の役割と身分保障 

⑤ 手話通訳の設置・派遣制度の現状と課題 

第４分科会 

「聴覚障害者の 

医療と生活」 

討論の柱 

① 聴覚障害者が安心できる医療保障とは 

② 医療場面での手話通訳保障について 

③ 医療関係者との連携や地域のつながり 
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アクセスマップ & 昼食情報 
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